
令和 4 年度_固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための 

事業費補助金の採択について 

 第 337 回理事会（2022 年 3 月 9 日）第 4 号議案にて承認された、「令和 4 年度_固定価格

買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金」について、交付決定通知

（5/25 付）を受理したため報告する。 

１．交付決定通知 

別紙１のとおり 

２．補助金交付の申請額 

８０億円（補助金上限額） 

３．スケジュール 

事業実施期間  ：交付決定日～令和５年３月３１日 

実績報告    ：令和 5 年 3 月予定 

以 上 

【添付資料】 

別紙１ 令和４年度固定価格買取制度等における賦課金特例制度の施行のための事業費 

補助金交付決定通知書 

報告 2
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２０２２０４２１財資第２０号
令和４年５⽉２５⽇

電⼒広域的運営推進機関
 理事⻑ ⼤⼭ ⼒ 殿

経済産業⼤⾂ 萩⽣⽥ 光⼀

令和４年度固定価格買取制度等における賦課⾦特例制度の施⾏のための事業費補助⾦交付決定通知
書

令和４年４⽉１５⽇付け広域再第２０２２－００２号をもって申請のありました令和４年度固定価
格買取制度等における賦課⾦特例制度の施⾏のための事業費補助⾦については、補助⾦等に係る予
算の執⾏の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）第６条
第１項の規定に基づき下記のとおり交付することに決定しましたので、適正化法第８条の規定に基
づき通知します。

記
１．補助⾦の交付の対象となる事業の内容は、令和４年４⽉１５⽇付け広域再第２０２２－００２
号をもって申請のありました令和４年度固定価格買取制度等における賦課⾦特例制度の施⾏のため
の事業費補助⾦交付申請書（以下「交付申請書」という。）記載のとおりとします。

２．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助⾦の額は、次のとおりとします。
補助事業に要する経費 ⾦８，０００，０００，０００円
補助対象経費 ⾦８，０００，０００，０００円
補助⾦の額 ⾦８，０００，０００，０００円
  ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助
⾦の額については、別に通知するところによるものとします。

３．補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助⾦の額は、交付申請書記載のとお
りとします。

４．補助⾦の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実⽀出額に補助率を乗じて
得た額と配分された経費ごとに対応する補助⾦の額とのいずれか低い額の合計額とします。

５．電⼒広域的運営推進機関は、適正化法、補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律施⾏
令（昭和３０年政令第２５５号）及び固定価格買取制度等における賦課⾦特例制度の施⾏のための
事業費補助⾦交付要綱（２０２２０２２４財資第１０号。以下「交付要綱」という。）の定めると
ころに従わなければなりません。
なお、これらの規定に違反する⾏為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意してくだ
さい。
（１）適正化法第１７条第１項若しくは第２項の規定による交付決定の取消し、第１８条第１項の
規定による補助⾦等の返還⼜は第１９条第１項の規定による加算⾦の納付
（２）適正化法第２９条から第３２条までの規定による罰則
（３）相当の期間補助⾦等の全部⼜は⼀部の交付決定を⾏わないこと。
（４）当省の所管する契約について、⼀定期間指名等の対象外とすること。

別紙１

sakamoto-t
長方形
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（５）補助事業者等の名称及び不正の内容の公表

６．補助⾦に係る消費税及び地⽅消費税相当額については、交付要綱の定めるところにより、消費
税及び地⽅消費税仕⼊控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地⽅消費税仕⼊控除税
額を減額することとなります。

７．電⼒広域的運営推進機関は、補助事業に従事した時間等を明らかにするため、以下の帳簿等を
⽇々作成しなければなりません。
（１）補助事業に従事した者の出勤状況を証明するに⾜る帳簿等
（２）前号の者ごとにおいて実際に補助事業に従事した時間を証明するに⾜る帳簿等

責任者︓資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課⻑ 能村
担当者︓樋⼝、曽我部

電 話︓０３－３５０１－１５１１（内線４５５１）
０３－３５０１－４０３１（直通）




